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討討

論論

陳陳

情情

次
の
陳
情
は
所
管
の
委
員
会

へ
回
付
さ
れ
ま
し
た
。

▼
野
田
市
長
の
教
育
再
生
首
長

会
議
・
会
長
就
任
及
び
グ
レ

ン
デ
ー
ル
市
従
軍
慰
安
婦
の

碑
に
関
す
る
講
演
の
不
適
切

性
に
つ
い
て
の
陳
情

政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
を

廃
止
す
る
条
例

原
案
一
部
訂
正
説
明

大

阪

維

新

の

会

平
成
三
十
年
三
月
二
十
九
日

に
提
出
し
た
東
大
阪
市
政
務
活

動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
を

廃
止
す
る
条
例
の
附
則
に
あ
る

施
行
日
を
、
平
成
三
十
年
四
月

一
日
か
ら
平
成
三
十
年
八
月
一

日
に
訂
正
い
た
し
た
い
。

六
月
二
十
九
日
議
決
案
件

日

本

共

産

党

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

の
専
決
事
項
報
告
に
関
し
て
は
、

こ
れ
ま
で
教
職
員
免
許
法
に
規

定
さ
れ
た
免
許
状
を
有
す
る
者

と
い
う
資
格
を
緩
和
す
る
も
の

で
あ
り
反
対
す
る
。

市
立
保
育
所
条
例
等
の
一
部

改
正
、
及
び
（
仮
称
）
市
立
孔

舎
衙
認
定
こ
ど
も
園
整
備
工
事

に
関
す
る
請
負
契
約
締
結
に
関

し
て
は
、
公
立
幼
稚
園
、
保
育

所
の
統
廃
合
を
進
め
る
も
の
で
、

多
く
の
矛
盾
と
問
題
を
抱
え
て

い
る
。
公
立
の
就
学
前
教
育
、

保
育
施
設
再
編
整
備
計
画
の
抜

本
的
見
直
し
を
求
め
反
対
す
る
。

議
案
第
九
号
財
産
取
得
の
件

に
関
し
て
は
、
当
初
よ
り
花
園

ラ
グ
ビ
ー
場
の
土
地
買
い
取
り

に
反
対
し
て
き
た
。
市
の
所
有

に
よ
る
毎
年
の
管
理
費
等
が
市

民
に
大
き
な
負
担
と
な
る
こ
と

や
、
立
ち
退
き
問
題
が
未
解
決

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
反
対
す
る
。

二
十
九
請
願
第
二
号
、
三
号
、

四
号
、
五
号
の
御
厨
保
育
所
、
鳥

居
保
育
所
、
岩
田
保
育
所
、
友

井
保
育
所
の
存
続
を
求
め
る
請

願
に
関
し
て
は
、公
立
の
就
学
前

教
育
、
保
育
施
設
再
編
整
備
計

画
に
あ
る
公
立
保
育
所
の
統
廃

合
に
反
対
す
る
内
容
で
、
早
期

に
議
会
の
判
断
を
明
ら
か
に
す

べ
き
で
あ
り
継
続
に
反
対
す
る
。

児
童
生
徒
就
学
援
助
条
例
の

一
部
改
正
に
関
し
て
は
、
我
が

党
は
就
学
援
助
金
の
七
月
支
給

で
は
準
備
費
用
が
負
担
と
な
る

こ
と
か
ら
、
前
倒
し
の
支
給
を

求
め
て
き
た
。
入
学
前
の
支
給

は
保
護
者
の
切
実
な
願
い
が
実

現
す
る
も
の
で
あ
り
賛
成
す
る
。

七
月
五
日
議
決
案
件

政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る

条
例
を
廃
止
す
る
条
例

討
論

日

本

共

産

党

本
条
例
案
に
つ
い
て
以
下
の

理
由
に
よ
り
反
対
す
る
。
ま
ず
、

基
礎
自
治
体
に
お
い
て
二
元
代

表
制
の
も
と
で
議
員
と
し
て
の

調
査
、
研
究
と
政
策
立
案
、
及

び
提
案
権
を
政
務
活
動
費
の
ル

ー
ル
の
も
と
、
活
発
に
進
め
る

こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
政
務
活

動
を
事
実
上
否
定
す
る
も
の
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
次
に
、
昨

年
一
月
に
外
部
委
員
か
ら
な
る

政
務
活
動
費
調
査
等
協
議
会
か

ら
議
長
に
意
見
書
が
提
出
さ
れ
、

そ
れ
を
受
け
、
各
会
派
が
参
加

す
る
政
務
活
動
費
検
討
会
議
が

開
催
さ
れ
、
現
在
、
ル
ー
ル
の

見
直
し
及
び
検
討
が
行
わ
れ
て

い
る
。
我
々
が
今
や
る
べ
き
こ

と
は
本
条
例
を
決
定
す
る
こ
と

で
は
な
く
、
不
適
切
な
支
出
や

流
用
等
を
起
こ
し
得
な
い
ル
ー

ル
と
仕
組
み
を
作
る
こ
と
で
あ

る
。
更
に
、
大
阪
維
新
の
会
東

大
阪
市
議
団
か
ら
「
二
元
代
表

制
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、

地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
れ
ば
よ

い
」
等
を
旨
と
し
た
考
え
方
が

述
べ
ら
れ
た
。
大
阪
で
は
「
一

元
代
表
制
を
よ
し
」
と
し
つ
つ
、

地
域
に
よ
り
「
二
元
代
表
制
を

認
め
る
と
こ
ろ
と
、
そ
う
で
な

い
と
こ
ろ
」
が
存
在
す
る
こ
と

と
な
り
、
地
方
自
治
の
根
源
が

揺
ら
ぎ
か
ね
な
い
。
議
会
と
首

長
と
の
関
係
、
政
務
活
動
と
政

務
活
動
費
の
あ
り
方
等
の
前
提

が
崩
れ
て
し
ま
い
か
ね
ず
、
本

条
例
案
に
は
反
対
す
る
。

問

平
成
二
十
八
年
六
月
の
第

二
回
定
例
会
で
、
わ
が
党
よ
り
、

二
元
代
表
制
（
※
日
本
国
憲
法

第
九
十
三
条
第
二
項
「
地
方
公

共
団
体
の
長
、
そ
の
議
会
の
議

員
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他

の
吏
員
は
、
そ
の
地
方
公
共
団

体
の
住
民
が
、
直
接
こ
れ
を
選

挙
す
る
。
」
と
規
定
。
長
と
議
会

が
と
も
に
住
民
を
代
表
す
る
と

こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
議
会
は

市
長
と
独
立
・
対
等
の
関
係
に

立
つ
。
議
会
は
、
大
き
な
権
限

を
持
つ
行
政
執
行
機
関
で
あ
る

長
が
行
政
の
執
行
な
ど
を
適
切

に
行
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
、

監
視
や
議
決
機
関
等
の
役
割
が

あ
る
。
）
を
認
め
る
と
い
う
維
新

の
会
東
大
阪
市
議
団
に
対
し
て
、

大
阪
維
新
の
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
大
阪
都
構
想
へ
の
疑
問
に

つ
い
て
の
回
答
に
は
、「
お
そ
ら

く
権
力
は
集
中
さ
せ
る
べ
き
で
、

一
元
代
表
制
が
よ
い
。
」
と
あ
る

こ
と
の
見
解
を
示
し
て
、
二
元

代
表
制
な
の
か
一
元
代
表
制
な

の
か
と
質
問
し
た
。
し
か
し
、

い
ま
だ
回
答
が
な
い
。
こ
の
問

題
は
、
議
会
が
必
要
な
の
か
不

必
要
な
の
か
に
関
わ
る
重
要
な

問
題
で
あ
り
、
議
会
が
必
要
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
政

務
活
動
費
は
必
要
が
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
公
党
の
見
解

を
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
。

森
脇
議
員

地
方
自
治
制
度
は
、

地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
決
め

れ
ば
よ
く
、
一
国
多
制
度
が
よ

い
。
今
の
大
阪
は
、
地
域
再
生

が
経
営
課
題
で
、
恐
ら
く
権
力

は
集
中
さ
せ
る
べ
き
で
、
一
元

代
表
制
が
よ
く
、
ワ
ン
大
阪
が

必
要
だ
が
、
よ
そ
の
地
域
は
必

ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

問

政
務
活
動
費
の
検
討
会
議

が
何
度
も
開
催
さ
れ
、
改
革
に

着
手
し
て
い
る
中
で
政
務
活
動

費
廃
止
の
条
例
提
案
を
行
う
目

的
は
何
か
。
選
挙
の
た
め
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
は
な
い
の
か
。

森
脇
議
員

大
阪
維
新
の
会
東

大
阪
市
議
団
は
発
足
以
来
政
務

活
動
費
を
一
切
い
た
だ
か
ず
に

現
在
も
活
動
し
て
い
る
。

問

維
新
の
会
は
出
張
旅
費
で

会
派
視
察
を
行
っ
て
い
る
が
、

政
務
活
動
費
で
は
出
な
い
食
費

が
出
張
旅
費
に
は
含
ま
れ
て
お

り
、市
民
目
線
か
ら
み
る
と
お
か

し
い
と
思
う
が
、
維
新
の
会
は

政
務
活
動
費
と
出
張
旅
費
の
違

い
を
ど
う
整
理
し
て
い
る
の
か
。

高
橋
議
員

そ
れ
ぞ
れ
根
拠
条

文
が
違
う
た
め
、
大
阪
維
新
の

会
と
し
て
そ
の
二
つ
は
全
く
の

別
物
と
区
別
し
て
い
る
。

問

政
務
活
動
費
の
後
払
い
に

つ
い
て
、
私
は
事
務
経
費
は
約

二
倍
に
な
る
と
試
算
し
て
い
る
。

維
新
の
会
は
ど
う
試
算
し
て
い

る
の
か
。

森
田
議
員

細
か
く
は
出
し
て

お
ら
ず
、
や
っ
て
み
な
い
と
わ

か
ら
な
い
部
分
も
あ
り
、
ざ
っ

く
り
二
倍
以
内
と
見
て
い
る
。

問

そ
ん
な
杜
撰
な
試
算
で
の

後
払
い
の
提
唱
な
ら
、
市
民
に

対
し
て
不
誠
実
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
市
民
が
判
断
す
る
た

め
に
正
確
な
情
報
を
伝
え
る
必

要
が
あ
る
。
後
払
い
を
提
唱
す

る
な
ら
、
資
料
を
整
え
て
検
討

委
員
会
で
提
案
す
る
こ
と
こ
そ

市
民
に
対
す
る
議
員
の
責
任
で

あ
る
と
思
う
が
、
ど
う
か
。

森
田
議
員

検
討
会
議
に
お
い

て
後
払
い
の
話
を
出
す
と
き
に

は
資
料
を
取
り
揃
え
た
い
。

日

本

共

産

党

神
野

淳
一

新

社

会

党

松
平

要

大
阪
維
新
の
会
提
案
の
!
東
大
阪
市
議
会
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る

条
例
の
廃
止
に
関
す
る
条
例
制
定
の
件
"
に
対
す
る
本
会
議
質
疑

（２）第１９８号東 大 阪 市 議 会 だ よ り平成３０年８月１５日


